
　令和 5年住宅・土地統計調査にご協力ください　
　住宅・土地統計調査は、「統計法」に基づいた基幹統計調査で、昭和23年から５年ごとに行われ、今回は16回目の調査に当たります。
この調査は、住生活に関する最も基本的で重要な調査で、全国約340万世帯の方々を対象とした大規模な統計調査です。
　調査をお願いする世帯には、茨城県知事が任命した調査員が調査票の配布に伺いますので、インターネット回答のほか、紙の調査
票を郵送する方法によりご回答をお願いいたします。なお、この調査では、便利なインターネット回答をおすすめしております。スマー
トフォン・タブレット端末にも対応していますので、ぜひご利用ください。

調査目的

①我が国における住宅・土地等に関する実態
②現住居以外の住宅・土地の保有状況
③居住している世帯に関する実態
④空き家の状況
…などを全国・地域別に明らかにすることを目的とします。

調査の期日 令和５年10月1日

調査員
茨城県知事により任命された地方公務員で、守秘義務が課せられています。訪問の際は「調査員証」を携帯してい
ます。

調査方法

●８月下旬から９月中旬
　調査員が調査対象地域を巡回し、対象地域の全世帯に『調査のお知らせ』を配布します。
●９月下旬
　調査対象に選ばれた世帯を訪問し、調査票を配布します。
回答は１０月９日（月）までにお願いします。

調査結果の利用
国や地方公共団体の住宅関連施策の基礎資料として利用されるほか、空家対策計画の策定の基礎資料、学術研究等
に利用されます。

▼調査の概要

※�統計調査員を装った「かたり調査」にご注意ください。

▼
事
業
実
施
期
間

　
令
和
６
年
４
月
か
ら
令
和
７
年
３
月
末
日
ま
で

▼�

応
募
団
体
の
要
件　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
団
体
に
限

り
ま
す
。

①
主
た
る
活
動
の
場
が
町
内
に
あ
る
こ
と
。

②�

５
人
以
上
の
構
成
員
を
有
し
、そ
の
過
半
数
が
町
内
に
在
住・

在
勤
ま
た
は
在
学
し
て
い
る
方
で
あ
る
こ
と
。

③�

団
体
の
代
表
者
お
よ
び
運
営
に
つ
い
て
、
会
則
な
ど
で
定
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

※�

団
体
と
は
、「
町
民
活
動
団
体
」
住
民
が
自
由
な
意
思
で
集

ま
り
、自
ら
立
て
た
規
範
に
従
っ
て
町
民
活
動
を
行
う
団
体
。

行
政
区
や
自
治
会
な
ど
の
一
定
地
域
に
居
住
し
て
い
る
人
々

の
集
団
は
除
き
ま
す
。

▼�

補
助
金

●
住
民
提
案
型
事
業
ス
タ
ー
ト
型

　
１
年
限
り　
上
限
５
万
円

※�

右
記
の
応
募
団
体
の
要
件
に
加
え
、
設
立
か
ら
３
年
以
内
の

団
体
が
実
施
す
る
事
業
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

※
補
助
対
象
経
費
と
し
て
、
備
品
の
購
入
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

※
同
一
年
度
に
お
い
て
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
型
と
の
併
用
は
認
め

ら
れ
ま
せ
ん
。

●
住
民
提
案
型
事
業
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
Ｉ
型

　

１
～
３
年
目　
補
助
対
象
経
費
の
10
分
の
10　
（
１
年
間
あ

た
り
上
限
20
万
円
）

※�

ス
タ
ー
ト
型
の
対
象
と
な
る
団
体
で
あ
っ
て
も
、
ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
Ⅰ
型
か
ら
申
請
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

※
備
品
の
購
入
は
、
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

●
住
民
提
案
型
事
業
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
Ⅱ
型

　

４
～
５
年
目　
補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１　
（
１
年
間
あ

た
り
上
限
10
万
円
）

※�

「
住
民
提
案
型
事
業
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
Ⅰ
型
」
と
し
て
３
年

間
の
補
助
を
受
け
た
事
業
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼�

事
業
提
案
の
募
集
期
間　

９
月
2９
日
㈮
ま
で

▼�

必
要
書
類

　
事
業
提
案
書
お
よ
び
事
業
計
画
な
ど
の
提
出
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
『
令
和
６
年
度
住
民
協
働
事
業

募
集
要
項
』
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
『
令
和
６
年
度
住
民
協
働
事
業
募
集
要
項
』
お
よ
び
『
申

請
書
類
一
式
』は
、町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。ま
た
、政
策
企
画
課
、利
根
町
文
化
セ
ン
タ
ー
、

利
根
町
図
書
館
、
利
根
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
に
も
設
置
し

て
お
り
ま
す
。

▼
補
助
対
象
経
費

　
事
業
に
対
す
る
補
助
対
象
経
費
は
、「
報
償
費
」・「
人
件

費
」・「
旅
費
」・「
印
刷
製
本
費
」・「
食
糧
費
」・「
通
信
運
搬
費
」・

「
保
険
料
」・「
使
用
料
及
び
賃
借
料
」・「
業
務
委
託
料
」・「
そ

の
他
」
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
各
項
目
に
お
い
て
内
容
に

よ
り
対
象
外
に
な
る
経
費
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、ス
タ
ー
ト
型
の
み
備
品
の
購
入
も
認
め
ら
れ
ま
す
。

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
Ｉ
型
お
よ
び
Ⅱ
型
で
は
備
品
の
購
入
は
認

め
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
審
査
会

　
提
出
さ
れ
た
事
業
提
案
書
な
ど
に
基
づ
き
『
利
根
町
住
民

協
働
事
業
審
査
会
』
に
て
審
査
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
審
査
に
際
し
、
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
Ⅰ
型
の
提
案
事

業
に
つ
い
て
は
事
業
提
案
団
体
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
を
実
施
し
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

　
審
査
会
で
は
、
事
業
提
案
書
な
ど
の
書
類
審
査
お
よ
び
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（
ス
タ
ー
ト
型
は
書
類
審
査
の
み
）
の

結
果
に
よ
り
、事
業
の
採
択
ま
た
は
不
採
択
を
決
定
し
ま
す
。

▼�

問
い
合
わ
せ
先　
政
策
企
画
課　
地
域
振
興
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
３
３
７
）

��

住
民
協
働
事
業
と
は

　
こ
れ
ま
で
は「
公
共
サ
ー
ビ
ス
は
行
政
が
提
案
す
る
も
の
」

と
い
っ
た
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
行
政
が
提

案
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
公
共
サ
ー
ビ
ス
も
あ
り
ま

す
が
、
住
民
一
人
ひ
と
り
の
思
い
を
形
に
し
、
さ
ま
ざ
ま
な

地
域
の
課
題
等
に
対
応
で
き
る
住
民
が
主
体
と
な
っ
た
公
共

サ
ー
ビ
ス
提
供
の
仕
組
み
づ
く
り
も
必
要
で
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
公
共
的
な
課
題
の
解
決
も
し
く
は
地
域
の

活
性
化
に
つ
な
が
る
事
業
で
、「
自
分
た
ち
な
ら
こ
の
よ
う

な
方
法
で
、
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
」
と
い
っ

た
住
民
の
皆
さ
ま
か
ら
企
画
立
案
し
て
い
た
だ
く
「
住
民
提

案
型
事
業
」、
町
が
特
定
の
課
題
等
を
提
案
し
た
も
の
に
、

住
民
の
皆
さ
ま
が
企
画
立
案
し
て
取
り
組
ん
で
い
た
だ
く

「
行
政
提
案
型
事
業
」の
２
種
類
の
提
案
型
事
業
を
い
い
ま
す
。

今
回
募
集
す
る
事
業
は
、「
住
民
提
案
型
事
業
」に
な
り
ま
す
。

提
案
内
容
に
つ
い
て
は
、
ご
自
由
に
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

▼補助の対象となる事業

令和５年度利根町住民協働事業審査会公募委員募集

令和６年度利根町住民協働事業（住民提案型事業）を募集します

団体が主体となって実施する事業であり、
地域課題の解決や公共サービスの向上につ
ながる事業

工夫やアイディアがあり、交流人口※の拡
大や地域の活性化につながる事業

協働により、相乗効果が期待でき、また、
住民のニーズに合った事業であり、住民の
満足度が得られる事業

提案団体が計画書どおりに実現することが
可能な事業

公益性
必要性

先駆性
発展性

協働の効果
住民満足度

実現性
実施前提

※交流人口：地域交流、観光など様々な目的を持って町を訪れる人

上記の要件をすべて備えた事業を対象とします

令和６年度利根町住民協働事業について、審査する委員を募集します。
【応募資格】　次の要件を全て満たす方
①令和５年８月１日現在、利根町に引き続き１年以上居住している 18歳以上の方
②平日の昼又は夜の会議に参加できる方
③議員または町職員でない方
④本町の３機関以上の審議会等の委員となっていない方

【募集人数】　１名

【選考方法】　応募理由を審査のうえ、選考結果を応募者全員に通知します。

【任　　期】　委嘱の日から１年間

【報　　酬】　4,200 円（日額）

【申込期限】　令和５年８月 29日（火）までに、「公募委員申込書」に必要事項をご記入のうえ、郵送、FAX、電子申請届出サー
ビスまたは、直接、役場企画課へお申込ください。（公募委員申込書は、町ホームページからダウンロードできるほか、利根町
役場政策企画課・利根町生涯学習センター・利根町文化センター・利根町図書館に設置）

【問い合わせ先・申し込み】政策企画課　地域振興係　☎ ６８－２２１１（内線 337）

いばらき電子申請届出サービスからも応募できます

【問い合わせ先】政策企画課　情報政策係　☎ ６８－２２１１（内線 335）
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